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生活保護法による医療扶助の診療報酬明細書等の

点検の徹底及び緊急調査について

今般、大阪市において、生活保護受給者数十人にうつ病などの病気を装わせ

て医療機関から向精神薬を大量に入手させ、転売していたとして、麻薬及び向

精神薬取締法違反等の容疑で立件されるとの報道があったところです。現在、

事実関係を確認しているところですが、生活保護制度に対する国民の信頼を揺

るがす由々しき問題であり、厳正な対応が必要であります。

これまでも診療報酬明細書、調剤明細書等(以下｢レセプト｣という。)の点検

の徹底を図るため、平成１２年１２月１４日社援保第７２号本職通知第２の２

（１）②ウにおいて重複受診の点検をお願いしているところですが、今回の事

案を踏まえ、同一月における重複受診等の結果、向精神薬が過剰に処方されて

いるケースがないか点検をお願いします。また、不適切な受療行動を把握した

場合には、主治医・嘱託医と連携の上、受給者に対する改善指導を行っていた

だくようお願いします。

さらに、他地域における類似事案がないか把握するために、向精神薬を処方

されている生活保護受給者が重複受診していないかについて、下記により緊急

サンプル調査を実施するとともに、不適切な受療行動があった場合にはその後

の改善状況について本職に報告ください。



記

１ 向精神薬が処方されている被保護者に係るレセプトの点検

（１）サンプル対象となるレセプトの抽出

福祉事務所の負担や調査期間等を考慮して、今回の調査では生活保護の

医療扶助を受けている被保護者のうち、精神科に通院している被保護者を

調査対象とすることとし、当該被保護者の本年１月分のレセプトを抽出す

ること。

（２）向精神薬が処方されているかの確認

上記（１）のレセプトについて、同一月に複数の医療機関で向精神薬（別

添資料）が処方（調剤）されていないかを点検すること。

（３）改善指導

上記（２）で複数の医療機関で処方（調剤）されている場合には、主治

医訪問、嘱託医協議等によりその内容の適否を審査し、不適切な受療行動

が確認された場合には、福祉事務所において当該被保護者に対して必要な

指導指示を行うこと。

（４）厚生労働省への報告

上記（２）の点検結果については平成２２年５月末日まで、上記（３）

の改善状況については平成２２年７月末日までに、別紙様式にて当職まで

報告すること。上記の点検結果に係る報告を踏まえ、追加調査があり得る

ことを申し添える。

２ その他

本調査に当たり、民間業者に対する委託費等所要の経費が必要となる場合

には、セーフティネット支援対策等事業費補助金における生活保護適正実施

推進事業「診療報酬明細書点検等充実事業」の協議額に含めて協議して差し

支えないものとすること。
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